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業務仕様書

芦屋市谷崎潤一郎記念館の指定管理者が行う業務の内容及びその範囲は，この仕様書による。 

１  芦屋市谷崎潤一郎記念館の設置目的 

   谷崎潤一郎文学の業績をしのび，その作品，遺品等（以下「資料等」という。）に接することを通じて

市民の教養の向上を図り，もって市民文化の発展に寄与することを目的とする。

２ 施設等の概要 

(1) 施設名称 芦屋市谷崎潤一郎記念館 

(2) 所在地 兵庫県芦屋市伊勢町１２番１５号 

(3)  概要 敷地面積 １，６９８㎡    

     延床面積   ５９１㎡ 

     施設内容 鉄筋コンクリート造２階建寄せ棟造 

          展示室 １３８㎡  映像展示室  １６㎡  ロビー １２４㎡ 

          講義室  ３５㎡  収蔵庫    ５７㎡  日本庭園 ３００㎡ 

     建築年月 昭和６３年１０月 

３ 管理の基準 

(1) 開館時間 

  芦屋市谷崎潤一郎記念館条例（以下「条例」という。）第４条の２第１項に規定に基づき，原則は次

のとおりであるが，指定管理者が必要であると認めるときは教育委員会の承認を受けて，開館時間を

変更することができる。 

午前１０時から午後５時まで（入館時間は，午後４時３０分までとする。） 

(2) 休館日 

条例第４条の２第２項に基づき，原則は次のとおりであるが，指定管理者が芦屋市教育委員会（以

下「教育委員会」という。）の承認を受けて，休館日に臨時に開館又は展示替期間など臨時に休館す

ることができる。 

毎週月曜日（祝日の場合は開館し，次の平日を休館） 

年末年始（１２月２８日から翌年１月４日） 

(3) 利用料金 

     利用料金（詳細は条例別表第1,2,４,第３は除く。） 

ア 観覧料（常設展示） 

    一般      ３００円（団体２４０円 団体は２０人以上） 

    大学生・高校生 ２００円（団体１６０円 団体は２０人以上） 

  ※ 指定管理者は，別表 1,2,4 の額の範囲内において，市長の承認を得て利用料金を定める。なお，

特別展示は1,000円の範囲内で教育委員会が定める額とする。 

  ※ 利用料金は，指定管理者の収入とする。 
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  (4) 利用料金の免除 

下記の利用料金の免除を行うこととする。 

ア 観覧料の半額免除 

(ｱ) 身体障害者手帳，精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者（その介護者を

含む。）が観覧するとき。 

(ｲ) 65歳以上の者が観覧するとき。 

   イ 講義室使用料の３割の額の免除 

(ｱ) 市及び教育委員会が使用するとき。 

       (ｲ) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する市内の小学校の児童又は中学校の生

徒が学校行事として施設を利用するとき。 

※ 現在，敬老の日及び老人の日（兵庫県内の６５歳以上の高齢者），関西文化の日（１１月中旬の土

日２日間）観覧料を全額免除している。 

また，海外からの留学生対象に兵庫県が発行する「ひょうごカルチャーパス」と学生証を提示し

たとき観覧料を半額免除している。 

  ※ 現在，全額免除又は半額免除を行っているものについては，今後も継続をするとともに，教育委

員会が新たに減免が必要と判断した利用者についても減免すること。 

  ※ 国，兵庫県，芦屋市の行事には協力すること。 

※ 指定管理者は，教育委員会が定めた基準に該当するときその他教育委員会の承認を得たときは，利

用料金（館外貸出しに係る利用料金を除く。）を減免し，又は返還することができる。 

(5) 入館の制限について 

   条例第９条に該当する場合には，入館を拒否し，退去を命ずることができる。 

(6) 遵守すべき法令等 業務の遂行に当たっては，次の関連する法令等を遵守することとする。  

ア  地方自治法  

イ  労働基準法 

ウ  最低賃金法 

エ  労働安全衛生法及び消防法 

オ  芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例 

カ  芦屋市谷崎潤一郎記念館条例 

キ  芦屋市谷崎潤一郎記念館条例施行規則 

ク  芦屋市谷崎潤一郎記念館に関して市が定める要綱・要領等 

ケ  その他の関係法令 

(7) 個人情報の取扱い 

指定管理者が指定管理業務を行うに当たり，個人情報を取り扱う場合は，その取扱いに十分留意

し，漏えい，滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め，個人情報を保護するため

に必要な措置を講じること。 個人情報の漏えい等の行為には，芦屋市個人情報保護条例（平成１

６年芦屋市条例第１９号）に基づく罰則が適用される場合がある。また，プライバシーマークやＩ

ＳＯ２７００１(ＩＳＭＳ)を取得している場合はその旨を明示すること。

(8) 守秘義務 

   指定管理者は，指定管理業務を行うに当たり，業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり，自己の

利益のために使用しないこと。指定期間終了後も同様とする。 

(9) 環境への配慮  

指定管理者は，次のような環境に配慮した指定管理業務の実施に努めること。  
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ア  環境に配慮した商品・サービスの購入（グリーン購入）を推進し，また，廃棄に当たっては資源

の有効活用や適正処理を図ること。  

イ  電気・ガス・ガソリン等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し，取組を推進すること。 

ウ  化学物質・感染性廃棄物等のリスク管理を行い，環境や人に影響を及ぼす事故を防止すること。  

エ  施設の利用者等に対して環境の保全及び創造に関する情報提供に努めるとともに，業務に関わる

者に対する教育及び学習の推進に努めること。 

※ 関係法令に改正があった場合は，改正された内容を仕様とする。

(10) 賠償責任と保険の加入 

指定管理業務の実施に当たり，市の責任に帰すべき理由による事故により第三者に与えた損害につ

いては，施設設置者である市が賠償責任を負うが，指定管理者が行う管理に起因する事故により第三

者に与えた損害については，指定管理者が損害責任を負う。 

このいずれの理由にもよらない事故により第三者に与えた損害については，その賠償責任について

協議することとする。  

また，指定管理者に起因する火災等による施設の損壊についても，市は指定管理者に対して損害を

請求することができる。  

以上により，指定管理者は，想定される損害賠償請求に対応できるよう任意の賠償責任保険に加入

すること。  

(11) 施設関係 

ア 許可なく施設の改造をしてはならない。 

イ 施設の事務所を指定管理者の事務所としてはならない。 

ウ 施設を施設の目的外に使用する場合（自動販売機の設置等），市の許可を受け，市の所定の使用

料及び電気代相当額を納付すること。 

(１2) その他 

  ア 市の施策，事業，調査等には協力すること。 

イ 文化ゾーンを形成する芦屋市立図書館及び芦屋市立美術博物館と連携を図りながら事業を進め

ること。 

４ 組織体制 

 芦屋市谷崎潤一郎記念館（以下「記念館」という。）を管理運営していくために必要な人材，人員を

揃え，専門的な人材を含め，それぞれの業務の特性に応じて，雇用形態，就業形態，勤務体制などにつ

いて工夫し，効率的な組織とする。  

(1)  記念館の管理運営に当たっての統括責任者として，館長を選任し，あらかじめ市長の承認を得ること。 

館長の選任に当たっては，経験，実績，経営能力などを視野に入れ総合能力に長けた人選を行うこと。 

(2)  業務従事者として，展示，教育普及，調査研究など多様な活動へ対応できるような人材を確保するた

め，近代日本文学の分野において十分な専門的知識と経験を持つ学芸員を，１人以上配置すること。 

(3) 事務室内に市との窓口となる連絡責任者を配置すること。  

(4) 施設管理に従事する者のうち１人は，甲種防火管理者の資格を有していること。  

(5)  配置する人員の勤務形態は，労働基準法等を遵守し，記念館の運営に支障がないようにすること。  
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(6)  職員の資質の向上を図るため，研修を実施するとともに記念館の管理運営に必要な知識と技術の習

得に努めること。  

(7) 自然災害，テロ攻撃や火災などの不測の事態に遭遇した場合に備え，その被害を最小限に抑えると

ともに速やかな事業の継続を目的とした事業継続計画（ＢＣＰ）を策定し市の承認を得るとともに，

緊急時の連絡体制を明らかにすること。 

５ 業務の内容 

(1) 記念館の利用許可に関する業務 

ア 利用料金の徴収 

   利用料金は，条例別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし，徴 

収した利用料金は指定管理者の収入とする。なお，現行の規定で減免の対象となっている利用者に 

ついては引き続き同様の取扱いをするとともに，教育委員会が新たに減免が必要と判断した利用者 

についても減免するものとし，減免による当該減収分は指定管理料に見込まれているものとして， 

芦屋市（以下「市」という。）からの補填等の措置は行わないものとする。 

イ 利用料金に関する帳簿の作成 

ウ 利用料金の減免に関する書類の作成 

(２) 記念館全般の管理運営に関する業務 

 ア 記念館の経営のマネージメント業務 

 イ 記念館の総務・経理業務 

 ウ 記念館の集客促進業務 

 エ 防火管理 

 オ 備品の管理 

  カ 事業報告書の作成及び提出 

  キ その他記念館の管理運営に関する事項 

(3) 記念館の運営に関する業務 

記念館の主となる目的である資料等の調査研究，整理，保存，公開等の各項目について自主的に企画

（計画）し実施すること。  

 ア 資料等の収集のための調査研究 

    谷崎潤一郎に関する情報収集に努めるとともに，資料等の調査及び研究を行うこと。 

イ 資料等の整理 

 資料等の整理を実施すること。 

ウ 資料等の保存 

 貴重な資料を多数収蔵しているため，現在の保管状況を維持し適切な管理及び保存を実施すること。 

不具合等が発生したときは，速やかに教育委員会に報告すること。 

エ 資料等の展示 

資料等の展示会の開催など，収蔵資料の公開に向けた企画を立案し，事業を実施すること。 

オ 資料等の特別観覧 

資料等の特別観覧について，その使用目的が適当であるか検討のうえ，特別観覧をさせること。 

  カ 資料等の館外貸出し 

資料等の館外貸出しについて，その使用目的が適当であるか検討のうえ，教育委員会の許可を受け

貸出すこと。 

  キ 講演会，研究会等の開催 

記念館の設置目的を達成するため，講演会や研究会等普及事業を開催すること。 

ク その他記念館の振興に関する事業 

(ｱ) 谷崎文学のつどい「残月祭」の開催 
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     谷崎潤一郎の誕生日の７月２４日に，谷崎を偲び谷崎文学を語る講演会を開催すること。 

    (ｲ)  学校教育，生涯学習との連携を図ること。 

   (ｳ)  地域，他の文学館等との連携を図ること。 

     (ｴ)  その他記念館の振興のために自主事業を実施すること。  

          事業の実施に当たっては，事業計画を事前に教育委員会に提出し承認を得ること。   

(４) 記念館の施設，附属設備等の維持管理業務 

記念館の施設，附属設備等の維持管理に関する業務は，以下のとおりとする。  

ア 建築設備の保守点検 

建築設備は，日常点検，法定点検，定期点検等を行い，初期の性能を維持すると共に，不具合予防

に努めることとする。 

(ｱ) 自動ドア保守点検 

(ｲ) 消防設備保守点検 

(ｳ) 空調設備保守点検 

(ｴ) その他必要に応じ設備機器の保守点検を行うこと。消防設備保守点検 

イ 環境維持管理業務 

  施設の環境を維持し，美観の維持に心がけ，公共施設として快適な空間を保つために必要な業務を

実施すること。 

(ｱ) 清掃業務 

(ｲ) 植栽等管理業務 

ウ 保安警備業務 

施設内の秩序を維持し，事故，盗難，破壊等の犯罪行為及び火災等の災害の発生を防止し，財産

等の保安警備に万全を期すること。  

エ 備品の保守管理に関する業務  

(ｱ) 施設の運営に支障をきたさないよう，備品の管理を行う。 

(ｲ) 備品管理簿の管理を行う。指定管理者が指定管理料で購入した備品は，市の所有に属するもの

とする。  

(ｳ) 備品に破損，不具合等が生じた場合は，速やかに市に報告を行う。また，購入及び廃棄等の異

動についても報告するものとする。 

オ 展示消耗品管理に関する業務  

(ｱ) 施設の運営に支障をきたさないよう，必要な展示等の消耗品を適宜，指定管理者が購入し，管

理を行う。  

(ｲ) 不具合の生じたものに関しては，随時更新を行う。  

(５) 記念館のホームページ 

指定管理者は，記念館のホームページを作成し，公開するものとする。教育委員会所管課は当該ホ

ームページとのリンクを設定するものとする。 

(６) 市広報紙への情報提供 

   指定管理者は，記念館の事業等の情報を「広報あしや」へ提供するものとし，随時掲載原稿を作成 

し，所管課を通じ市の広報課へ提出するものとする。 

(７) 備品の管理等 

ア 記念館にある本市所有の備品については，本市が無償で貸与する。指定管理者が指定管理料で購入

した備品は市の所有に属する。 

イ  市の所有に属する物品は，芦屋市物品管理規則（昭和３９年芦屋市規則第１３号。以下「物品管理

規則」という。）及び関係例規の管理の規則・分類に基づいて管理するものとする。 

また，指定管理者は物品管理規則に定められた物品台帳を備えてその保管に係る物品を管理し，購
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入及び廃棄等の異動について市に報告するものとする。  

ウ 備品等に破損，不具合等が生じた場合は，速やかに市に報告を行うこと。 修繕については，指定

管理者の責任で実施すること。  

エ 指定管理者は，市の所有に属する物品のうち，重要物品（価格が５０万円以上のもの）については，

物品管理規則に基づく現在高の調査を行い，同規則に定められた様式により遅滞なく市に報告しな

ければならない。  

(８) 報告書等の提出と評価の公表への協力  

指定管理者は，下記(ｱ)(ｲ)の報告書を作成，提出するとともに，随時又は定期的に市が行う，管理

状況についての確認調査及び年度終了後に行う事業評価に協力していただきます。 

なお，評価結果については，市が別に定める様式によりホームページ等で公表するものとする。 

ア 業務報告書 

      業務の実施状況について，月報及び四半期確認調査表を作成し報告してください。報告内容は 

次のとおりとする。 

   月報：入館者数，利用料金等の収入実績，事業の実施状況，施設の管理状況，その他必要な事項 

    四半期確認調査表：管理業務の実施状況，収支状況，その他必要な事項 

イ 事業報告書の提出 

      毎年度終了後３０日以内に，提出するものとする。内容は次のとおりとする。 

 管理業務の実施状況及び利用状況，使用料又は利用料金の収入の実績，管理経費の収支状況 

(９) アンケート調査の実施  

指定管理者は，利用者等の意見及び要望を把握するため，毎年度，利用者等を対象としてアンケー

ト調査を実施すること。また，その調査結果について分析及び評価を行い，その内容を施設内に掲示

するとともに，市にその結果を報告すること。 

(１０) その他の業務 

   ア 指定管理者は，教育委員会と連携を図りながら記念館のＰＲや集客のための事業を行うこと。 

   イ 指定管理者は，教育委員会と連絡調整を行い，また，利用者の要望や苦情，トラブル等が発生し 

たときは，迅速かつ適切に処理し，その内容及び処理状況を速やかに教育委員会に報告するものと

する。 

   ウ その他記念館事業の円滑な実施のために必要な業務を行うものとする。 

   エ 指定管理者は，指定時，指定期間終了時に，次期指定管理者が円滑かつ支障なく管理運営業務を 

遂行できるよう，引継ぎを行うものとする。 

６ 市と指定管理者のリスク分担 

  市と指定管理者のリスク分担は，別表のとおりとする。ただし，別表に定める事項で疑義がある場合又

は表に定めのないリスクが生じた場合は，市と指定管理者が協議の上リスク分担を決めるものとする。 

７ 業務の委託等 

施設の設置目的を達成するために実施する主要な業務については，指定管理者が自ら実施することを原

則とし，業務内容の全部を第三者に委託し，又は請け負わせることはできない。ただし，業務の一部につ

いては，教育委員会に書面により承諾を得て指定管理者から第三者に委託し又は請け負わせることは差支

えないものとする。この場合，第三者の使用は，すべて指定管理者の責任において行い，当該第三者の責

めに帰すべき事由により生じた損害は，指定管理者の責めに帰するものとする。 

８ 経費に関する事項  

(1) 経費の支払い  
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会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管理者の請求に基づき四半期毎に支払う。 

管理運営上必要な経費は前金払いとし，支払時期や額は協定で定める。市が支払う指定管理料は，予算

を上限とした範囲内で提出された収支予算書で提示のあった金額を参考に決定した金額を支払う。  

(2) 本市が支払う指定管理料に含まれるもの 

ア 人件費  

指定管理施設の運営に係る従業員の人件費，理事・役員等の報酬，法定福利費など。  

イ 事業費 

展覧会の開催経費，教育普及に関する経費，講座・講演会等の経費及び展覧会の受付に係る経費 

ウ 事務費 

人件費，事業費以外の消耗品，事務用品，印刷製本費，通信運搬費，資料の作成等の経費，広告宣

伝費，旅費，振込手数料など。 

  エ 施設管理費 

    施設の維持管理に要する経費で，光熱水費，修繕費，施設，附属設備等の保守点検などの委託料な

ど。 

(3) 指定管理者の収入等  

ア 市からの指定管理料  

イ 観覧料収入等 

(4)  指定管理料 

   指定管理料は市から，年間１，９００万円程度（消費税及び地方消費税含む）を見込んでいる。 

   ＊指定管理料は，観覧料等の見込分を差し引いた額である。  

(５) 修繕の取扱い  

ア 収蔵品 

収蔵品の修繕については，小修繕（１件５万円以下）は指定管理者の責任で実施すること。 

イ 施設・設備修繕（収蔵品を除く。）  

大規模修繕は市で実施し，小修繕（１件１０万円以下）は指定管理者の責任で実施すること。 

(６) 管理口座  

本市が支払う指定管理業務に係る経費の出納は，団体自体の口座とは別の口座で管理すること。 た

だし，指定管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理できる場合は，この限りでな

い。  

９ 協定の締結 

  指定管理者は，市と業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行い，これに基づき，指定 

期間全体の「基本協定」を締結します。 

また，毎事業年度ごとに事業の実施に係る「年度協定」の締結も行います。 

１０ 指定期間満了後の事務引継  

指定管理者は，指定期間満了又は指定取消しにより，次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は，次期

指定管理者が円滑かつ支障なく，記念館の運営管理業務を遂行できるよう指定管理者の責務として引継

を行うものとともに，必要なデータについて提供すること。なお，引継に係る業務のために支出した費

用について，市は一切負担しない。  

１１ 業務の継続が困難になった場合等の措置  

指定管理者は，業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は，速やかに市に報告
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しなければならない。その場合の措置については，次のとおりとする。  

(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  

指定管理者の責めに帰すべき事由により，業務の継続が困難になった場合，又はそのおそれが生じた

場合には，市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い，期間を定めて改善策の提出及び実施を求

めることができる。 

この場合，指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合等には，市は指定管理者の

指定の取り消し又は業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとする。  

(2) 指定が取り消された場合等の賠償  

上記(1)により指定管理者の指定が取り消され，又は業務の全部若しくは一部が停止された場合，指

定管理者は，市に生じた損害を賠償しなければならない。  

(3) 不可抗力等による場合  

不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰することができない事由により，業務の継続が困難とな

った場合，市と指定管理者は，業務継続の可否等について協議を行い，継続が困難と判断した場合，市

は指定管理者の指定の取り消し，又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとする。 

１２ 原状回復 

指定管理者は，指定の期間が満了，指定が取り消された場合，協定を解除された場合は本市の指示に

基づき，芦屋市谷崎潤一郎記念館の施設を原状に復して市へ引き渡さなければならない。 

１３ その他 

業務実施に当たっての留意事項 

(１) 谷崎潤一郎の遺族及び資料の寄贈者・寄託者とも連絡を図り，円滑な運営を行ってください。 

(２) 公平な運営を行い，特定の利用者，団体等に有利又は不利になることのないよう配慮してください。 

(３) 指定管理者は施設の管理運営に係る各種規定・要項等を作成するときは，事前に教育委員会と協議

を行うものとします。 

(４) 指定管理者が管理することとなる施設において，法人市民税，償却資産に係る固定資産税，事業所

税の納税義務者になる可能性があります。詳しくは市課税課へ相談してください。なお，国税につい

ては税務署，県税については県税事務所へお問い合わせください。 
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（別 表）                 リスク分担表 

種  類 内     容 
負担者 

市 指定管理者 

金利の変動 金利変動に伴う経費の増加  ○ 

物価の変動 物価変動による人件費，物件費等の経費の増加  ○ 

周辺地域・ 住民対応 

地域との協調  ○ 

指定管理業務の内容に対する住民からの要望等  ○ 

上記以外の事項 ○  

法令の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

上記以外の法令変更  ○ 

税制の変更 
施設の管理運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

上記以外の法令変更  ○ 

不可抗力 

不可抗力（暴風，豪雨，洪水，地震，落盤，火災，騒乱，暴動，その

他の市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然

的又は人為的な現象）に伴う施設，設備の復旧経費及び業務履行不能 

○  

運営リスク 
施設・機器の不備又は施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故や自然災

害等による休業補償 
 ○ 

書類の誤り 
要項，仕様書等，市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

指定管理者が作成した書類等の内容の誤りによるもの  ○ 

施設・設備・物品の損

傷 

指定管理者の故意又は重大な過失によるもの  ○ 

施設・設備の設計・構造上の原因によるもの ○  

上記以外の経年劣化，第三者の行為で相手方が特定できないもの等

（施設・設備１０万円以下，物品５万円以下の小規模なもの） 
 ○ 

上記以外の経年劣化，第三者の行為で相手方が特定できないもの等

（上記以外） 
○  

資料・収蔵品・展示品

等の損傷 

管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合  ○ 

上記以外の事由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不備による情報漏洩，犯罪発生等  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理期間が終了した場合又は期間中途に業務を廃止した場合に

おける事業者の撤収費用 
 ○ 


